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Ｈ１９年６月議会 一般質問

発言の種類 質疑 一般質問 関連質問 討論 その他

件  名
ごみ有料化にかかる諸課題について

発言の要旨

（討論の場合は

賛成反対の別）

1. 事業所ごみの取り扱いについて

小規模事業所の可燃ごみを事業所ごみとして手数料は検

討することとして収集するべき

2. ステーション化の取り組み経過について

3. 軟質プラスチックの資源ごみとしての収集再開について

4. 生ごみの堆肥化について

5. ボランティアごみ袋の取り扱いについて

平常収集時の取り扱い

6. 庭木剪定枝木の取り扱いについて

7. お盆精霊送りについて
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○（森議員）（登壇） 会派未来の森雅幹です。

この４月からごみが有料化されました。昨年９月に審議会答申が出され、

間髪を入れず有料化の条例案が提出をされ可決をされました。議会にも多

くの慎重意見、反対意見がありましたが、賛成多数で可決をされました。

以後、１２月議会、３月議会といろいろ質問もされましたが、その後の市

民への説明会では議会で決定してしまったものという説明ということで

市民の強い批判があった中でもそのまま説明をされ、そして４月から実施

をされてきたものであります。しかしながら有料化実施に伴い未解決の課

題が幾つもあり、その問題について質問をするものであります。

まず第１に、事業所のごみについてですが、説明会時点から少量のごみ

なので収集してほしいという意見はありました。きのうの松本議員の質問

にもありましたが、しかし有料化実施に伴い事業所のごみは事業所の大小

にかかわらず収集しないという方針のもと２カ月が経過したところであ

ります。結果として事業所のごみは、排出される事業者と許可業者の契約

により許可業者が収集することになるわけでありますが、ほんの少しのご

みなのに月１万円と許可業者に言われた、こんな契約単価では高いので契

約ができない、仕方がないから家に持って帰って家庭ごみとして出すなど

混乱が起きております。事業者の皆さんからは、手数料は家庭ごみと比較

して少々高くてもいいので何とか収集してもらえんだろうかという声が

起こっております。小規模事業所のごみについては、境港市のように専用

のごみ袋を新たにつくり収集すべきと考えますが、改めて市長の所見を求

めるものであります。

次に、ステーション化の取り組みについてですが、市内には戸別収集の

地区もありますが、収集コストの面からステーション化が望ましいという

ことでステーション化を打ち出しております。説明会を通じてどのような

説明をし、そして現在の取り組み状況についての説明を求めます。

次に、平成１８年より発泡スチロール等を資源物としてではなく可燃ご

みとして収集をしクリーンセンターで焼却処理をしております。市民の間

には軟質プラスチックが可燃ごみのうち一番かさがあって一番多い、平成

１７年まで、これは５月までですが、５月までは資源ごみとして収集しな

がら、直前に可燃ごみとして有料化をしたことは、ごみ減量化ではなくご

みをふやして手数料を多く市民から取ろうとしているという批判が多く

出ております。また当局は議会答弁では、引き取る業者があれば収集を再

開するとしています。私の調査では、米子周辺も含め業者は存在をしてお

ります。軟質プラスチックの資源ごみとしての収集の再開を求め答弁を求

めます。

次に、生ごみのたい肥化の問題であります。今年度予算で生ごみのたい

肥化のテストをするということでありますが、その詳細について尋ねます。

またこのテストの業者とは違う業者ですが、境港の業者さんの場合、たい
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肥化のために生ごみはまだ幾らでも受け入れると、そういった余地がある

というふうに聞いておりますが、この業者さんでのテストはしないのかお

尋ねをいたします。

次に、庭木のせん定枝の取り扱いについてであります。米子市緑の基本

計画においては、市民が緑化に取り組み、行政が活動を支援していますと

あり、緑化支援では道路に接するところでの壁面の緑化の支援、そして緑

のリサイクルの推進などとあります。具体的にはどのようなことを行うの

か尋ねます。一方、緑化支援をする一方で、せん定枝木については有料化

の対象となっており、市の勧めで緑化をすれば負担がふえるという仕組み

になっています。これでは整合性がとれないのではないかと考えますが、

市長の所見を尋ねます。境港市では一定量までせん定枝木のクリーンセン

ターへの持ち込みについては無料であり、またせん定枝木を特別の置き場

で集め、たい肥化に回しております。米子市でもこういった取り組みがで

きないのか尋ねます。

最後に、ボランティアごみ袋の取り扱いについてであります。ボランテ

ィアごみ袋については、自治会に送付し、自治会長の判断でその都度ボラ

ンティアに対し渡すと説明会で聞いております。しかしながら平常収集時

にステーションにこれを持ち出すと、現実にはそこのステーションからは

残されてあるという苦情を聞いております。どのような対応をしているの

かお尋ねをいたします。

以上、壇上からの質問を終わりますが、答弁を受けた後に再質問をいた

します。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長）（登壇） 森議員の御質問にお答え申し上げます。

まず、事業所ごみの取り扱いでございますが、事業系ごみはごみ収集の

効率化、事業者間の平等性・公平性の確保を図るため、本年４月から廃棄

物の処理及び清掃に関する法律の趣旨にのっとり、事業所の責任と負担で

処理をしていただくことに変更したところでございます。一定規模以下の

事業所のごみを収集することになりますと、家庭ごみの収集とは異なる料

金体系が必要になってまいりますが、その際、家庭ごみ用の指定袋の不正

使用の防止対策とか小規模事業所の基準設定が非常に困難であるなどの

新たな問題も発生してまいりますので困難であると考えております。ステ

ーション化の取り組みでございますが、現在の戸別収集地区はいずれもス

テーション化ができずに今日に至っているというそれぞれの事情がある

と思いますので、ごみ有料化説明会におきましては地域の実情を個別に伺

いながら、ある程度時間をかけて調整してまいりたいと説明しております。

現在把握できる範囲での実情把握に努めておりますほか、一部地域で実際

にステーション集約化の打診をしているところもありますが、今後戸別収

集地区のある自治会に対してアンケート調査を実施し、ごみ持ち出しの現
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状とステーションとして使用可能な場所の有無などの聞き取りを行いた

いと考えております。軟質プラスチックの分別収集の見直しについてでご

ざいますが、リサイクル先としましては現在のところ王子製紙米子工場の

ＲＰＦボイラー燃料としてのＲＰＦ化、容器包装リサイクル法に規定する

指定法人ルートでのリサイクルなどが考えられますが、処理コスト、収集

コスト、再商品化率、分別への協力度などの面からさらに検討することと

しております。生ごみのたい肥化でございますが、生ごみ回収モデル事業

は鳥取県、米子市及び日吉津村の共同事業で、６月５日から３週間、本市

２００世帯、日吉津村２０世帯、そしてうなばら荘から排出される生ごみ

の一部を市と村で週２回収集し、財団法人鳥取県産業振興機構が支援され

ております民間業者にたい肥化の処理を行ってもらい、鳥取県が鳥取大学

の指導、助言を受けながら肥料の効能、生ごみの成分の安定性と発酵速度

等を検証するという事業でございます。境港市の業者が行っておりますた

い肥化は処理費用が必要でございますが、このたび実証実験を行っている

方法がシステム化されますと処理費用が無料または極めて安価になる可

能性がございます。このため境港市の事業者を利用した実験は計画してお

りません。緑の基本計画についてでございますが、緑あふれるまちづくり

の基本的なあり方をまとめたものでございまして、具体的な施策につきま

しては今後取り組んでいくわけでございますが、その際すべてを市の負担

で行っていくということではなく、市民の皆さんに協力や負担をお願いし

なければならないものもございます。庭木はあくまでも個人の所有物でご

ざいますので、そのせん定枝の処理につきましては所有者の負担で行って

いただくことが原則だと考えております。境港市の場合は、手数料は収集

運搬経費に対するものでございますので、枝木等が清掃センターに直接搬

入された場合は４０キログラムまでですが無料となっておりますが、ごみ

ステーションに持ち出す場合は有料の収集券を張ることになっていると

承知しております。ボランティアごみ袋の取り扱いでございますが、あら

かじめ自治会に一定量をお渡しし、それを使用してもらっておりますが、

その収集につきましては通常収集に支障とならないよう原則としてあら

かじめ収集の連絡をいただいて別に収集することといたしております。し

かしながら、ボランティアを実施する皆さんの負担をなるべく抑えるため、

ごみの持ち出し量が３袋程度で通常収集に支障がない場合に限りステー

ションに持ち出されたものでも収集することといたしております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） それでは再質問をさせていただきます。

まず小規模事業所の可燃ごみの取り扱いなんですが、去年の９月に条例

改正されるまでは、小規模の事業所についての取り扱いとして２袋までは

収集するとこういうことになっておりました。これはどういった配慮があ

ってこういうことになってたんでしょうか、ちょっと伺います。
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○（松井副議長） 皆尾環境部長。

○（皆尾環境下水道部長） そのあたりの制度の過去のいきさつ等はなか

なか詳しく調べてはおりませんが、当時、よその他の市町村でもそういっ

た取り扱いを行われているところも結構あって、米子市も商店街、旧商店

街等があった経過からそういった対応がとられていたのではないかとい

うふうに思うところです。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 私は聞いてるのでは、小規模の事業所でちょっとごみを出

すところについては、同じ住民税、市民税ですね、市民税を払っているの

だから、家庭と同じ２つぐらいはいいじゃないかとこういった議論があっ

てそういうふうになったというふうに聞いています。そこで今回から法の

趣旨にのっとって、基本的に市の義務ではありませんよということで事業

所は全部関係ありませんと、全部事業所で処理してくださいと、確かにこ

れは法律にはそういうふうになっています。それを実際に自治体がどうい

うふうに行うのかというのは、市長の判断によるところであります。これ

までの市長は、小規模事業所のごみについては２袋までは一緒に処理をし

ますとこういった判断だったわけであります。それが今回からは一切それ

は集めないと、確かにそれも１つであります。そこで先ほど壇上の方でも

申し上げましたが、この事業所のごみはいわゆる市が許可した許可業者し

か収集運搬をすることができないわけです。いわゆるこれは許可業者です。

この許可業者がいわゆる限定をされた、市が許可してる、最近私は許可し

てないというふうに聞いてますけれども、非常に限定された業者しかない

中で、そういった業者でこの収集運搬をしている、ここんとこに大きな問

題もはらんでいるんではないか、そういった立場でこの許可業者の数、そ

して許可の状況、最近の許可はいつやったのか、現在幾つの業者がいるの

かちょっと伺います。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） ことしの４月１日現在の許可業者数なんです

が、業務を限定しているものを除いて２２社ございます。最も新しい許可

というのは旧米子市の区域では昭和５０年代、それから旧淀江町区域では

平成１６年となっています。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 昭和５０年代から旧米子市の区域の中では新たな許可業者

を出してない、許可をしていないとこういった状況です。そこで限られた

業者２２社ですか、こういった業者がこの事業所のごみを集めるわけです

けれども、今大変忙しいそうです。全部の事業所を回って、新たな、今ま

で市が集めていたものが、この２２業者の仕事になったわけです。ここで

それぞれの事業所に行って、ほんの少量のごみなんだけれども、先ほども

壇上で言いましたけれども、一月１万円だったら契約しますとこういった
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ことを言われているわけです。家庭ごみは１袋６０円なんです。この６０

円の袋を例えば月に８回、８袋出したとして４８０円ですか、４８０円で

済むものを一月１万円だというふうに言われている。これじゃとても契約

できない、仕方がないので家に持って帰って家庭のごみとして出している

と。こういったことでその家庭ごみの中に事業所ごみがまじっていってる、

こういった実態についてどういうふうに把握してますか。

○（松井副議長） 環境部長。

○（皆尾環境下水道部長） そういった声も何件かは聞いております。そ

れで各事業所がどういったごみの対応をされているのか、正直申しまして

まだ全体的な把握というのはできておりませんので、現在その各事業所に

対するアンケート調査、これを実施しようという方向で作業をしておると

ころでございます。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） そのアンケートというのは全事業所に対してアンケートを

するというそういう意味ですか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） 全事業所、これは無理がございますので、抽

出になろうかというふうに考えております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） そうやって現在の状況をどうやってるのかということを聞

くということはいいことだと思ってるんですが、そのアンケートをいつや

って、その結果を見てどういうふうに判断しようとしてる、そういうこと

ですか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） 具体的なスケジュールはまだ定めておりませ

ん。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 重ねて申し上げますが、本当に小さな事業所で自分のとこ

ろは茶殻しか出ないんだとこういったところもあるんです。家庭ごみの倍

でもいいから、値段は高くてもいいから事業所用の袋をつくってくれんか

と、それだった後ろめたい気持ちもなくちゃんと事業所のごみとして出せ

るとこういうことなんです。また商店街の方で、ステーションにこれまで

ごみを出していたと。商店街の方でステーションにごみ出しとったけど、

今度は事業所からのごみは全部出せないので、もう商店街のそういった自

治会みたいなものからも全部外れます、今までステーションのごみは自治

会が管理してたんで、自治会にそういうふうに入って自治会にお金も払っ

てきたけど、もうステーションに出せないので、もうそういったところか

らも全部つき合いをやめますとそういった声も実は出ています。一方で中

心市街地をどうしようか、いろんなことを、そういうことをやりながら事
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業所は事業所なんだから勝手にやりなさい、２２事業者の許可業者に全部

任せます、新たな許可もしない。こういったことではそこに許可業者の中

での競争原理が働かず、いつまでたっても高い値段が提示をされ、事業所

は結果として家庭ごみとしてどんどん出していく、そういうことになって

いくんじゃないですか。そういったことの対策っていうことはどういうふ

うに考えますか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） まず自治会との関係なんですけれど、これは

確かにそういった御意見も伺う一方で、自治会と各地域にあります事業所

との関係、これは単にごみを出すだけではなくて、防犯でありますとかそ

のほかの面でも協力しておるということなので、ごみが出せなくなったか

ら自治会のつき合いをやめると、事業所が、ということはないというふう

なおっしゃり方をしております自治会長さんもいらっしゃいます。それか

らもう１点の、いろんなその事業ごみの対応、これについてはやはり市長

が申しましたように、法律の原則にのっとった対応、ここで線引きをする

のが一番やはり適切ではないかというふうな考え方を市はしておるとこ

ろでございます。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 部長はそういったお答えしかできないんでしょうが、これ

まで私は事業者の皆さんの声を聞きながら、そして現在その限られた許可

業者のいわゆるカルテルですよね、そういった中での自分は契約できない、

こんな高い金額では、べらぼうな金額には契約できない、したがって家庭

のごみとして持って帰って出してますと。こういったところが非常にたく

さん多いんだと思うんです。そういう状態をわかっていながら、こういっ

た状態を放置していく、そして一方で事業者の皆さんは高くてもいいから

事業所用のごみ袋をつくってくれ、境港ではやっています、そういったこ

とを考えたときに、市長としての判断ができませんか。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） 先ほど来申し上げておりますけれども、法の趣旨にのっ

とって行うのが一番適当な方法であると考えております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） それではちょっと観点を変えていくんですが、許可業者の

許可ということについて伺いますが、これの新たな許可を出していないの

はどういった理由からですか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） この許可業者、今枠を絞っておるわけですが、

やはり廃棄物の場合、最終的に収集したものを適正にするということがご

ざいますので、余りにもこの競争原理を働かせて適正処理ができないとい

うようなことがあってはならないという状況がありますので、昨年度まで
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は現在の２２社、許可をしておる業者で賄えていたというような状況から

新規の枠は広げずに今日に至っております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） この４月から事業所のごみは集めないということを決めて

やってるんですよね。これは許可業者しか集めれないということがあるん

です。そういう状態があると知りながら、わかりながら何でそういったこ

とをやってこなかったんですか。たった２２業者だけでいわゆるこういっ

たカルテルがやられている状況を見て、どういうふうにそこらあたり判断

してるんですか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） この有料化を契機にこういった事業系ごみの

取り扱いも変えたわけですが、それによってどれくらいの事業ごみがどう

いう形での収集になるのか、収集が変わってくるのか、そのあたりの動向

というのが現在ではつかめない状況でしたので、今現在では２２社のまま

の許可枠でやってるという現状です。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 私は理解できないんですよ。今の話では、事業所のごみは

もう間違いなく市では集めないということははっきりしてる。だけれども

今まで適正処理するためには、これまでの大きな事業所を対象にしていた

２２事業者だけでそれが適正処理をできていた。小規模事業所のごみも集

めなければならない、許可業者が。それについての許可は全然しない、ど

れぐらいあるのかわからないから。そういうことでは全く、この有料化を

決め、そして事業所のごみを集めないと決定したことの責任感というのは

まるっきりないじゃないですか。事業所ごみはとにかく市は知りません、

許可業者にやってください、許可業者はそのままです、これではやっぱり

いけないんじゃないですか。今後その許可業者の数をどうする、新たに許

可をしていく、そういった考えがあるんですか伺います。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） 許可枠の拡大については、やはり現在のその

事業系ごみはどういう形で収集処理されるか、この動向をきっちりと見き

わめてから対応する必要があると考えております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 私が言ってるのは、今事業所系のごみが家庭系のごみとし

て出てるんじゃないですかっていうことを言ってるんですよ。だから今の

状況がおかしい状況になってはしませんかということも言ってるんです。

そうやって家庭に持って帰って出してるのは、それでいいとこういうこと

を言ってるのか、そういった事業系のごみは事業系のごみとしてちゃんと

処理してもらいますよとこういうことを言ってるのかどっちですか。今現

在として小さな事業所では家に持って帰って家庭系のごみとして出して
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る、非常に多いんです。このことについて今現状を調べたって出てきませ

んよ、事業所系のごみとして。事業所は事業所のごみとしてどういったこ

とを調べるんですか伺います。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） 基本はあくまでも事業系のごみは事業系のご

みで出していただいて、家庭ごみは家庭ごみで出していくという基本はき

っちりございます。それで今の議員がおっしゃるような、どういった実際

に事業所で出たごみを家庭に持って帰って出されてる、そういった実態と

いうのは総体的なものがまだつかめておりませんので、冒頭に申しました

ように、これは先ほどお話しましたようにアンケート調査を実施して状況

を把握したいというふうに考えておるところです。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 今、それは不適正排出ですよね。不適正排出をアンケート

で調べられるわけはないと思うんですよ。だからそうやって何か後追い後

追いみたいな形で、一応アンケートをするということで私は評価はしたい

と思いますけど、実際問題として本当に困ってる事業所はたくさんあるん

ですよ。確かに家庭系と事業所系のごみをどうやって区別するんだ、管理

する側の論議ばっかりが先行して、実際の市民の側、生活の側に立ってな

い政策が行われているんではないかとかそういうふうに私は思います。ぜ

ひそのアンケートを早くやって許可業者を早くたくさん許可をして、もし

このまま事業所系のごみを集めないということをやるんだったら許可業

者をふやすべき、もし許可業者をふやさないんだったら、事業系のごみを

市が別の値段を設定をして収集をすべきだということを申し上げて、次の

質問に行きます。

ステーション化ですが、市長の答弁の中にもステーション化をするんだ

ということが出ていたんですが、最初は、だんだんだんだんこれまでの経

過があってなかなか難しいのでということで、いつにそのステーション化

ができるのかどうなのかということが全然はっきりしません。確かに今ま

で町中の部分でそういうステーション化ができなかったという実態があ

ります。しかしながら同じようなところ、例えば車尾ではあの町中で毎週

ごみを出すステーションの位置を順番で変えていく、場所はありませんの

で順番で変えていくというスタイルでやっています。そういった事例もあ

る。また境港市は有料化をするときに戸別収集があったところを職員が一

生懸命出かけていって何回も何回も話して、それにあわせてステーション

化を実施をした。そういったことから考えると、米子の場合はステーショ

ン化をしているところについてはステーション化を全体でやっていきま

すからという説明をしながら、実態の、戸別収集のところには全然説明を

してない。ステーション化をしていくという方向は確かに言ったかもしれ

ないけど、いつするともどうするとも働きかけができていない、そういっ
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たことじゃないんですか。このステーション化に向けての具体的なロード

マップをどういうふうに示すんですか。ロードマップを示してください。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） ごみステーションですね、これ全市でいろん

な形態で、議員がおっしゃったようにいろんな形があるというのは私ども

も承知しております。それで先ほど市長も答弁しましたように、いろんな

地域それぞれの事情があって今日に至っていると、ステーション化ができ

ずに、やはりその経緯というのは尊重しなきゃいけないというふうに思い

ますので、どういった形でその方法とか期限とかを定めてステーション化

に取り組んでいくということは非常に困難だろうと思っておりますので、

地域の実情を個別にお伺いしながら、早期にステーション化が実現できる

ように努めていくということしかなかろうというふうに考えておりま

す。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） それじゃあもう１回伺いますが、この２カ月間あるいは説

明会をやってきたずっとこの間でどういった説明をしてきたんですか、戸

別収集のところに。いつどういうふうな、具体的にどういった働きかけを

してきたのかをちょっと伺います。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） これは先ほど市長が答弁しましたとおりです。

いろんな事情がありますので個別にその実情を伺いして、ある程度時間を

かけてステーション化を図っていきたいという説明を説明会ではしてま

いりました。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 何かすごくこれまでの戸別収集のところの事情があって事

情があってっていうふうにおっしゃるけども、どこも事情があるんですよ。

境港も事情があったと思うんです。境港も一番中心部が戸別収集だったん

ですけれども、どこともそういった事情があるんですよ、場所がない。そ

の事情を聞いて、場所がないと言われたときにどうやるんですか。もう１

回質問しますが、場所がないというふうに言われたときに、どうやってス

テーション化するんだってどういうふうに説得していくんですか伺いま

す。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） それは個別の話を聞いてみてから判断しない

とできないことだと思います。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 実情はまだ聞いてないんですか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） まず最初に市長が答弁しましたように、自治
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会の実情をお伺いするアンケート調査からやりたいというふうに思って

おります。それの結果を見て、個別の聞き取りというようなことになろう

かと、段取り的には、そう考えております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） ４月からの有料化で、もう２カ月たって２カ月半になろう

としてるんですよ。説明会の中ではいろいろこのステーション化の問題に

ついては不満がたくさん出たんです。特に和田校区は外浜の県道まで、ス

テーションまでごみを持って出なくちゃならない、何百メートルもひとり

暮らしの老人がひとりでごみを何百メートルも持って出なきゃならない、

そういう実態が一方でありながら、戸別収集の方には当たっていない、実

情も聞いていない。こういったことでは今まで公平を担保するとかと言い

ながらも、全然公平を担保するようなことになってないじゃないですか。

きょうの答弁では、いつステーション化するのか、事情がそれぞれあるの

でいつなのかは言えない。やらないというふうに実質的に聞こえますが、

これはやっぱりある程度日にちを決めて、いついつまでにやるということ

を言ってもらわないと、市長が言われるステーション化というのはしない

のと一緒だと思います。市長、このステーション化についての期限を決め

ませんか。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） るるお答えしておりますけれども、その地域の実情はい

ろいろあるだろうと思いますんで、それぞれの実情を伺いながらある程度

時間をかけて調整する必要があると思っております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 市長のその答弁では、本当にもうしないと同じ答弁に聞こ

えます。私は非常に残念でしょうがありません。本来私はこのごみの有料

化に合わせて、全部が戸別収集にするべきだというふうに言ってきました。

残念ながら市の方は収集コストの問題でステーション化をするという形

で同じ料金体系、戸別収集もステーション化してるところも同じ６０円の

袋です。市長はこの有料化をするときに、たくさんごみを出す人も少なく

ごみを出す人との公平を図るんだとこういうことを堂々とおっしゃいま

した。このステーション化と戸別収集は公平ではないんですよ。ここのと

ころをいついつまでにやるということを言わないと、有料化をしたときに

責任が持てないじゃないですか、違いますか。こういった人たちに対して

どういう説明をするんですか。先ほど、事情があるんで、その事情を聞い

てからじゃないとわかりません、もう２月半たちました、これじゃあ全然

だめじゃないですか。市長、もう１回いつまでにやるって言ってくださ

い。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） るる何回もお答えを申し上げておりますけれども、個々
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の地域によってそれぞれの実情があるわけでございまして、それを全く無

視していつまでにやるというようなことは言えないわけでございます。や

はりその実情を踏まえて時間をかけて調整する必要があると思っており

ます。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 何か市長の答弁はおかしいんですよね。あるものについて

は時間をかけてやるけれども、別のものは決まったことだからってパンパ

ンとやってしまう。全部がそういった形で同じように取り扱いをするんだ

ったらいいんですけど、このことについては時間をかけてやるけれども、

ほかのものについてはパンパンとやってしまう。給食の民間委託でもパン

パンとやってしまう。こういったところが私は一貫性がまるっきりないと

思うんですよね。このステーション化でもう二月ちょっとたちました。ぜ

ひ力を入れてやっていただきたいということを申し上げて、先に行きま

す。

軟質プラスチックの資源ごみとしての収集ですが、王子製紙のＲＰＦと

あと容リ協会のこの２つがあるとこういうことでした。ＲＰＦは単に燃や

してしまう、サーモリサイクルですから私はこれはいけないというふうに

思っています。容リ協会に出すにしても、処理コストなどでいろいろな検

討が必要だとこういうことが出てるんです。１７年の６月からこの発泡ス

チロール等というふうに言ってきましたが、これを分別収集やめました。

やめたというか一緒に混焼を始めました。実際には市民の皆さんは１７年

度の間は分けてたんですが、１７年の６月から混焼をしています。私はこ

の混焼をすることが、燃やすことがいけないんだというふうに思っていて、

それでこの軟質プラスチックの資源ごみとしての収集再開をということ

で言っています。当初この分別をしてきたその理念が、今はこの収集コス

ト、処理コスト、そういったものに変えられて、それがあるのでできない

というこういうような答弁に変わってきてるんです。当初は引き受けると

ころがあったら、これは集めますとこういうことだったんですが、いつの

間にか収集コストや処理コスト、そういったものも検討しなければならな

いとこういうようなことになりました。燃やした方が安いということにな

っちゃったら、これが一番問題だと思うんですよ。市長にもう一度お尋ね

します。なぜこの処理コストなどを考えないと、これが資源ごみとしての

収集再開ができないのか、そこをもう１回伺います。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） 議員おっしゃいますように、循環型社会形成推進基本法

におきましては、リサイクルの優先順位というのが、そういうものを出さ

ないとか、再使用、再生利用ですとかいろんな優先順位があるわけでござ

いますけれども、基本的にはこの考え方に沿って行うべきであると考えて

おりますけれども、現実的に考えますとやはりその収集処理施設の状況で
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すとか、議員もおっしゃいました処理コスト、収集コスト、再商品化率、

分別の協力度などいろんな観点があるわけでございまして、こういう複数

の視点での検討が必要であると考えております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 要はその軟質プラスチックを燃やすことによってのリスク

です。市長はどういうふうにお考えされてるのか私はちょっとそこんとこ

を聞きたいと思うんですが、現在のクリーンセンターでは完全に安全なん

ですか。ここで軟質プラスチックを燃やしても完全に安心なんですか。市

長の認識を伺います。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） ちょっと今、具体的な資料を持ってきておりませんけれ

ども、現在の基準では問題ないと思っております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 基準ではなんですよね。例えば現在のクリーンセンターは

８００度以上で燃える施設として、そしてバグフィルターとかがついてい

て、基本的には大方は外に出さないと、そういう施設です。ダイオキシン

については、年１回ないし２回の検査でいいというそういうことになって

ます。ところが実際にこういった軟質プラスチックを燃やすときには、ど

ういったものを燃やすのか、そのときどきによって、燃やす材料によって、

燃やすごみによって出るものが全然違うんです。燃やすということは化学

反応が物すごく起こってるんですよ、物すごいスピードで。今は確かにダ

イオキシンが危ないということは言ってますが、例えば昔の清掃工場、あ

るいは長砂にあったごみ焼き場、焼いていたときに灰が危険なものだとい

うことはだれも知りませんでした。日本じゅうだれも知りませんでした。

ところが今は、あの燃やしたごみの中の灰は危ないということをみんなが

知っています。１０年たったらまた新たなことがわかってくるんです。こ

ういったプラスチックを燃やすっていうこと自体が非常に問題。今は安全

だということになってるかもしれないけども、本当に実は大変なものを出

していました。例えば河崎四軒屋の自治会の皆さん、これが心配なわけで

すよ。何が出てるかわからない、年に１回しかダイオキシンの検査もしな

い、何が燃やされてるかもわからない。煙突からどんどんどんどんいろん

なものが出とるかもしれない。本当に何が出ているかわからないんですよ。

そういった中で軟質プラスチックを燃やすということがコストの面から

安いからそれがいいんだと、私はこれは比較にできない問題だと思うんで

す。市長はこの辺をどういうふうに考えてますか。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） ダイオキシンの問題とかいろんな問題があるということ

でいろんな検査の方法があるわけでして、今私の認識ではそういう検査と

かそういう基準の設定というのは非常に厳格に行われていると理解して
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おります。そういう中、今の米子市のクリーンセンターというのは最新の

設備でございまして、そういうものを私は完全にクリアしているというふ

うに理解しております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 実際にそのクリーンセンターから出ているガス、煙突から

出ているもんですよね。これは刻々と変化してるんです。いろんなものが

濃度が多かったり少なかったり、それを見ながら運転してて、それに合わ

せて例えば硫化水素が多くなったら今度は消石灰をぶち込むとかいろん

なことをやってそれで運転してるわけです。全然出ないかというと違うん

ですよ、出てるんですよ。そういったものを出さないために軟プラをなる

べく燃やさないとこういったことなんで、そこんところをもう処理コスト

あるいは収集コストと比較すれば、地元の皆さんはもう絶対に納得ができ

ないんですよ。地元の皆さんに納得してもらうためにもこの軟プラという

ものを燃やさないといったことが必要だと思うんですが、市長の見解を伺

います。

○（松井副議長） 野坂市長。

○（野坂市長） もしあれだったら担当に補足させますけれども、先ほど

来申し上げておりますけれどもいろんな基準があるわけでございまして、

私の理解ではそういう基準は完全にクリアしておるわけでございますし、

今の米子市が持っておるクリーンセンターというのは安全な設備である

というふうに理解しております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） そういったことでは地元の皆さんを説得することは絶対で

きないということをちょっと申し上げて、先に行きます。

生ごみのたい肥化なんですが、日吉津村と一緒に２１日間テストするっ

ていうことなんですが、私は一番大事なのは市民の皆さんの継続した協力、

それが得られるかどうか、そういったところが必要な試験だと思うんです

が、そういったことは試験しないんですか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） おっしゃるように生ごみの分別収集、これは

市民の皆さんの協力が不可欠でございます。それで今回実証実験するわけ

ですけれど、その結果でもって分別の仕方ですとか持ち出し方、これにつ

いても検証したいというふうに思っております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） ぜひそういった持ち出し方、そういったことを検証してい

ただいて次に生かしていただきたいです。壇上の方でも申し上げましたが、

境港の業者さんも幾らでも引き受けるということを言っておられます。確

かにそこにはコストがかかるんですが、私は両面でこちらの業者さんにも

お願いするし、この新しい業者さんにもお願いすると、両方でいっていい
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んじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ両方での取り組みを

お願いをしたいと思います。

それで次に、ごみの減量化審議会でこのごみの問題やってるんですが、

充て職のこういった審議委員さんだけではなくて、本当に減量化を推進す

るそういった意欲のある市民を募って仮称のごみ減量化推進市民会議、そ

ういったものを設置すべきじゃないかということを１２月議会で中川議

員が質問してるんですが、これは先進市を調査するというふうに答弁があ

ります。これはどういうふうになってますか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） この先進市調査は、正直言ってまだ行ってお

りません。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 今まで約束してたことが何もできてないんですよね。パト

ロールをするとかって言ったこともできていない、そしてステーション化

もできていない、そしてこうやってきょうの話でもまた先進市を調査する

ということもできてない。こういったことで市民の皆さんには６０円取っ

ていく、これは全くおかしいんだと思います。それから市民の減量化の知

恵を集め、事例集を出すというふうに言っておられました。これはもう１

回聞きますよ、これはどうなってますか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） これは今市民の皆さんからいただきました実

例をもとに編集中でございます。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） それから発生抑制、そういったことでスーパー等、そうい

ったところに働きかけをするというふうに言っておられました。これはど

ういうふうにどんな実績が出てますか。

○（松井副議長） 皆尾環境下水道部長。

○（皆尾環境下水道部長） これについては事業所説明会等で簡易包装と

かそれから店頭回収、これについて協力をお願いしたところですが、今後

スーパー等の皆さんに集まっていただきまして、さらなる協力依頼に努め

たいというふうに考えております。

○（松井副議長） 森議員。

○（森議員） 今後今後なんですよね。結局何もできてないという判断を

せざるを得ない。これは私は最終的には環境政策課の人員の問題ではない

かなと思います。市長、よく聞いてください。今回、新たなごみの手数料

として３億 5,０００万ですか、新たな財源ができることになりました。

これは軽自動車税よりも多い金額の新たな財源なわけです。これを調定を

して、それを収入するということは本当に大変な新たな仕事が生まれてる

んです。そういった意味で具体的なことが、市民に約束したことが今まで
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全然できてない、これは市長が責任者である人員体制を整備してない、そ

ういった非常に問題点があると思います。そのことを指摘して質問を終わ

ります。


